
 

      

横浜市立芹が谷小学校ＰＴＡ規約    

      

第１章   名  称    

第１条     本会は、横浜市立芹が谷小学校ＰＴＡと称し、事務局を同校に置く。    

第２章   目  的    

第２条 本会は、保護者会員と教職員会員が協力して、本校に在籍する全

児童が正しく成長するために必要な、よい学校、よい家庭、よい

社会を育てることを目的とする。 

   

第３章   方  針    

第３条 本会は、自主的、民主的団体である。    

第４条 本会は、非営利的、非政党的、非宗教的でなければならない。    

第５条 本会は、主旨を同じくする他の団体および機関と協力する。    

第６条 本会は、学校教育に関する問題について協力的な話し合いの場をもつ

が、学校の方針・管理・運営・人事には干渉しない。 

   

第４章   活  動    

第７条 本会は、会の方針に従って目的を達成するために次の活動を行う。    

 １       会員相互の理解を深め、問題提起とその解決に努める。    

 ２ 会員および地域を対象とした成人教育に努める。    

 ３ 地域社会の環境浄化と安全に努める。    

 ４ 会員および児童の福利厚生に努める。    

 ５ 広く本会の主旨徹底に努める。    

 ６ 教育環境向上のため、公教育費の充実に努める。 

 

 

 

   



 

 

第５章   会  員    

第８条 本会の会員となることのできる者は、横浜市立芹が谷小学校に在籍す

る児童の保護者および学校職員とする。 

   

 第９条 本会の会員は、入学時に入会し、卒業時まで会員となる。    

第10条 本会の会員は、会費を納め、すべて平等の義務と権利を有する。    

第６章   経  理    

第11条 本会の経費は、会費およびその他の収入によって支弁する。    

第12条 本会の会費は、１世帯月額２５０円とする。 

（８月については、夏休みが大部分のため除く。） 

   

第13条 本会の会計年度は、４月１日より翌年の３月３１日までとする。    

第７章   役  員    

第14条 本会の役員は、次のとおりである。    

  会長  1名（保護者）    

  副会長 2名（保護者）    

  書記  2名（保護者２名）    

  会計  3名（保護者2名と副校長）    

第15条 役員は、本規約に従って、会が正しく推進するよう管理する。    

第16条 役員は、候補者推薦委員会によって推薦される書面総会において承認

される。 

   

第17条 役員は、他の役員・会計監査委員を兼ねることはできない。    

第18条 役員は、年間事業方針を決定し、５月総会において承認を受けなけれ

ばならない。 

   

第19条 役員の任期は、２年とする。なお、本人の意志による再任は妨げな

い。 

   



第20条 会長は、会を総括し、会員の総意を代表する。また、会長は、次の職

務を行う。 

   

 １ 総会・運営委員会を招集し、会議の運営を図る。    

 ２ 常任委員会の委員長および臨時委員会の委員長を任命する。    

 ３ 推薦委員会・会計監査委員会を除く全ての集会に参加することが

できる。 

   

第21条 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行する。    

第22条 書記は、次の職務を行う。    

 １ 総会および運営委員会の議事ならびに、この会の活動に関する重

要事項を記録する。 

   

 ２ 記録、通信その他の書類を保管する。    

第23条 会計は、次の職務を行う。    

 １ 総会で決定した予算に基いて一切の会計事務を処理する。    

 ２ 次年度初めの総会において会計監査委員に監査を経た決算報告を

する。 

   

 ３ 本会の財産を管理する。    

第８章 会計監査委員    

第24条 本会の経理を監査するために２名の会計監査委員を置く。    

第25条 会計監査委員は、候補者推薦委員会によって本部役員・文化厚生委

員・広報委員・推薦委員・校外委員経験者の中から推薦され、総会に

おいて役員を除く会員により承認される。 

   

第26条 会計監査委員は、必要に応じ随時監査を行うことができる。    

第27条 会計監査委員の任期は、１年とする。    

第９章 役員・会計監査委員候補者推薦委員会    

第28条 役員および会計監査委員の候補者を推薦するときは、役員・会計監査

推薦委員会を置く。（以下推薦委員会という。） 

   

第29条 推薦委員会の委員の数と選出方法は、細則で定める。    



第30条 推薦委員会の委員は、その任務を終了したときに解任される。 

 

 

 

 

   

第10章 総   会    

第31条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である。    

第32条 定期総会は、５月および年度末の２回の書面総会とする。    

 １ ５月総会は、前年度事業報告・収支決算報告および新年度事業

計画・収支予算の審議決定の承認をする。 

   

 ２ 年度末の書面総会は、新年度役員および会計監査委員の承認をす

る。 

   

第33条 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または全員の十分の一

以上の要求があったときに開催する。 

   

第34条 削除    

第35条 ５月および年度末の書面総会の承認は全会員の過半数の賛成を必要と

する。 

   

第11章 運営委員会    

第36条 運営委員会は、役員・常任委員会の各正副委員長・校長・副校長（臨

時委員会のあるときはその正副委員長も含める）をもって構成され、

委員の二分の一以上の出席がなければ成立しない。 

   

第37条 運営委員会の任務は、次のとおりである。    

 １ 年間事業方針に基づく活動に必要な収支の予算を立案する。    

 ２ 各委員会によって企画された活動計画について連絡調整をはか

り、承認する。 

   

 ３ 総会に提出する報告書を作成する。    

 ４ 必要ある場合は、臨時委員会の設置および臨時総会の開催を決定

する。 

   



第38条 運営委員会は原則として毎月１回開催する。その他会長が必要と認め

たとき、または構成員の二分の一以上の要求があったときに開催す

る。 

   

第39条 運営委員会の議決は、出席者過半数の賛成を必要とする。 

 

 

 

 

   

第12章 常任委員会・臨時委員会    

第40条 年間事業方針に基づく活動に必要な事項について、企画・運営するた

めに常任委員会を置く。常任委員会について必要な事項は、細則に定

める。 

   

第41条 特別な事項について必要ある場合は、臨時委員会を設けることができ

る。臨時委員会の委員は、運営委員会の議を経て、会長が委嘱する。 

   

第42条 各委員会は、全ての事項について運営委員会の承諾を得なければ実行

に移すことはできない。 

   

第43条 臨時委員会は、その任務を終了したときに解散する。    

第13章   細  則    

第44条 本会の運営に関する必要な細則は、本規約に反しない限りにおいて運

営委員会の議決を経て制定または改廃することができる。 

   

第45条 運営委員会は、細則を制定または改廃した場合は、その結果を次期総

会に報告しなければならない。 

   

第14章  改  正    

第46条 本規約の改正は、総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要と

する。ただし、改正案は、総会の開催前に全会員に知らせておかなけ

ればならない。 

   

第15章  付  則    

 １ 本規約は、昭和４５年３月１４日より実施する。    



 ２ 第9条の挿入、第12条の改正を昭和５４年４月１日に行う。    

 ３ 第19条、第20条、第3条を改正し、昭和５９年１０月２０日より

実施する。 

   

 ４ 第14条を改正し、平成元年４月１日より実施する。    

 ５ 第36条を改正し、平成２年５月２３日より実施する。    

 ６ 第３６条を改正し、平成３年４月１日より実施する。    

 ７ 第１４条を改正し、平成４年４月１日より実施する。    

 ８ 第３２条、第３４条、第３５条を改正し、平成４年４月１日より

実施する。 

（この改正により第１６条、第１８条の一部が変更となる。） 

   

 ９ 第３２条を改正し平成８年５月３１日より実施する。 

（この改正により第35条の一部が変更となる） 

   

 １０ 第１２条を改正し、平成１２年４月１日より実施する。    

 １１ 第２条、第８条を改正し、平成１５年５月２７日より実施する。    

 １2 第２５条を改正し、平成２０年４月１日より実施する。    

 １３ 第２４条を改正し、平成２４年４月１日より実施する。    

 １４ 第３２条・第３５条を改正、第３４条を削除し、平成２８年４月

より実施する。 

   

 １５ 第１９条、第２５条を改正し、令和２年４月１日より実施する。    

 １６ 第１条を改正し、令和３年１月１日より実施する。    

 １７ 第１２条、第１４条、第２５条、第３６条を改正し、令和５年４

月１日より実施する。 

 

 

   



細  則    

      

第１章 役員・会計監査委員候補者の推薦および就任    

第１条 役員・会計監査委員候補者の推薦および就任は、次のとおり行われ

る。 

   

 １ 4名以上6名以下の委員からなる推薦委員会をつくる。    

 ２ 推薦委員は、次の方法により選出する。    

  イ 各学年から選出される学年委員の中から互選により3名以上

5名以下 

   

  ロ 学校職員の中から互選により１名    

 ３ 推薦委員の氏名は、全会員に知らせる。    

 ４ 推薦委員は、原則として役員および会計監査委員の候補者になる

ことはできない。 

   

 ５ 推薦委員会は、書面総会時に候補者の氏名とその略歴を全会員に

知らせなければならない。 

   

 ６ 候補者の氏名を発表する前に被推薦者の同意を得なければならな

い。 

   

 ７ 役員および会計監査委員は、４月１日より就任する。    

 ８ 役員の任期は、２年とする。    

 ９ 役員任期に応じての特典を次のとおりとする。    

  イ 役員任期中に在学していた児童の卒業式への優先入場 

 （児童１名につき２名まで） 

   

  ロ 任期年数分の児童の以後の委員免除  

  ただし校外委員は除く。校外委員の正副委員長のみ免除 

  ＜例＞任期２年＝２名分 以後の委員免除・任期１年＝１名

分 以後  

  の委員免除 

   

  ハ 対象外の児童（任期中、未入学の弟妹含む）は、全委員会の

正副委員 

   



  長の免除 

  ニ 任期中、会長は自家用車、役員は自転車の校内乗り入れ許可    

  ホ やむを得ない理由で、任期１年を引き受けた場合の特典は、

ロとニの 

  みとする。 

   

第２条 会長に欠員を生じたときは、２年目の副会長が代理を務める。任期は

前任者の残任期間とする。 

   

第３条 会長以外の役員に欠員が生じたときは、運営委員会がこれを補充す

る。任期は、前任者の残任期間とする。 

   

第２章 運営委員会    

第４条 会長の承認を得て、次の各項に該当する者は、運営委員会に代行もし

くは参加することができる。 

   

 １ 各正副委員長が事故あるときは、代行として委員長が指名する。    

 ２ 役員もしくは各常任委員長が指名する学校職員会員。（ただし採

決には加わらない） 

   

      

第３章 常任委員会    

第５条 常任委員会として、文化厚生委員会１、広報委員会１、推薦委員会

１、校外委員会１を置く。 

   

第６条 文化厚生委員会・広報委員会・推薦委員会は、各学年から選出される

４名の学年委員をもって構成し、各委員会に所属する。ただし、児童

数の少ない学年については考慮する。 

   

第７条 校外委員会は、次の方法によって選出される校外委員をもって構成す

る。 

   

 １ 数世帯で班を作り班長を置く。数班で１ブロックを構成し、校外

委員１名を選出する。 

   

第８条 削除    

第９条 文化厚生委員会は、会員相互の教養を高めながら親睦を深めるととも

に、福祉の推進を図ることを目的とする。 

   



第10条 広報委員会は、この会の趣旨徹底を目的とし、家庭と学校を結ぶ機関

紙を発行するなど情報の伝達、意見の交換に努める。 

   

第11条 校外委員会は、地域における活動を推進するため、会員の連絡、児童

の交通安全および児童の校外指導に努める。 

   

第1２条 各委員会の正委員長をした者は、以後の児童（兄弟姉妹を含めた全て

の子）の委員会活動において、正副委員長を免除される。 

   

第４章   付  則    

 １ 細則第４条１を改正し、平成２年５月２３日より実施する。    

 ２ 細則第５条、第６条、第８条を改正し、平成３年４月１日より実

施する。 

   

 ３ 細則第９条、第１０条を抹消し第９条を新たに制定し、平成３年

４月１日より実施する。 

   

 ４ 細則第１０条に第１１条項内容が適用される。    

 ５ 細則第１１条に第１２条項が適用される。    

 ６ 細則第１条５を改正し、平成４年４月１日より実施する。    

 ７ 細則第５条、第７条１・２、第１１条を改正し、平成７年４月１

日より実施する。 

   

 ８ 細則第１条１・２を改正し、平成１３年４月１日より実施する。    

 9 細則第１条８、第２条を改正し、第1条に９を新たに制定し、令

和２年４月１日より実施する。 

   

 10 

 

 

細則第５条、第６条を改正し、第８条を抹消し、令和５年１月１

日より実施する。 

   

     １１  細則第６条を改正し、令和５年３月１日より実施する。 

 

     12 細則第1章第1条の１～２、細則第3章第5条、ならびに細則第3章第6条

を改正し、令和6年3月1日より実施する。 

 

                                        

以上 


